
 

 無断の複製、頒布、転⽤を禁ずる 

株式会社 ケー・シー・エス 

Knowledge Consulting for Solution 

 
１．地⽅創⽣推進交付⾦の概要・⽬的 
●「地⽅再⽣法」「まち・ひと・しごと創⽣法」に基づき、作

成し、国の認定を受けた「地域再⽣計画」「まち・ひと・し
ごと創⽣総合戦略」の実現、より⼀層の推進に向けた
取り組みを⽀援するための事業です。 

 
①地⽅版総合戦略に基づく、⾃主的・主体的で

先進的な事業を⽀援 
②ＫＰＩ（重要業績評価指標）とＰＤＣＡ 

サイクルを組み込み、「縦割り」事業を超えた
取り組みを⽀援 

③地域再⽣法に基づく、法律補助の交付⾦とし、
安定的な制度・運⽤を確保。 

※内閣官房 まち・ひと・しごと創⽣本部事務局資料抜粋 
 

２．対象事業のタイプと交付上限 
●地⽅創⽣推進交付⾦には、先駆・横展開・Society5.0 タイプの 3 つがあり、⾃治体の創意⼯夫を⽣かした事業を

展開できます。 
・先駆性のある取り組み及び先駆的・優良事例の横展開を図る取り組み（先駆タイプ、横展開タイプ） 
・Society5.0 を推進するための全国的なモデルとなる取り組み（Society5.0 タイプ） 

 
▼事業タイプ別の各種要件 

 先駆タイプ 横展開タイプ Society5.0 タイプ 
事業期間 5 か年度 3 か年度 5 か年度 
交付上限額 4 億円 1.4 億円 6 億円 
申請要件① KPI ● ● ● 

PDCA サイクル ● ● ● 
事業運営体制 － － ● 

申請要件② ⾃⽴性 ● 
4 つのうち 

2 つ該当が要件 

● 
官⺠協働 ● ● 
地域間連携 ● ● 
政策間連携 ● ● 

申請要件③ モデル性評価 － － ● 
 

３．当社の業務実績を活かした、新モビリティサービス推進のご提案 
●当社は、地域公共交通関連の計画策定、MaaS 事業、⾃動運転の実証実験等の実績を活かし、公共交通、移

動課題をテーマに、地域課題の解決に向けた新モビリティサービス推進を地⽅創⽣の 1 つのキーワードとして捉え、
「地⽅創⽣推進交付⾦」の活⽤をご提案しております。 

●新モビリティサービスの推進は、移動課題を解決するだけでなく、新たな産業の創造にもつながるものであり、「福島
県会津若松市」「埼⽟県狭⼭市」「佐賀県嬉野市」などの⾃治体で各タイプの事業⽀援を⾏っております。 

地方創生推進交付金を活用した 

新モビリティサービス推進のご提案 
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４．当社が事業⽀援を⾏っている地⽅創⽣推進交付⾦事業のご紹介 
（１）佐賀県嬉野市では、「観光」「交通」「データプラットフォーム」の構築に向け、 

「Society5.0 タイプ」を活⽤ 
●⻄九州新幹線開業に合わ

せて、まちづくりが変化して
いる中、嬉野の魅⼒、来訪
者へのモビリティ提供、5G
を活かしたデータプラットフォ
ームの構築に向け、地⽅創
⽣推進交付⾦事業の⽀
援を⾏っております。 

 
 
 
 
 
 
 

（２）福島県会津若松市では「新モビリティサービス推進事業」に向けて、 
「Society5.0 タイプ」を活⽤ 

●会津若松市では、2019 年に「会津 Samurai MaaS 協議会」を設⽴し、スマートシティ・スーパーシティの取り組み
の⼀環として、産官学連携による⽇本版 MaaS 事業に取り組んでおります。 

●地域公共交通の維持確保、データを活⽤した公共交通経営の実践、観光と交通の連携に向けて、地⽅創⽣推進
交付⾦「Society5.0 タイプ」を活⽤した「新モビリティサービス推進事業」を活⽤し、AI オンデマンド実証や相乗り型
タクシー実証、⾼齢者のデジタルデバイド
対策（スマホ教室等）などを実施しており
ます。 
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